
 

 

平成27年2月 

北九州市の障害福祉サービスをご利用のみなさまへ 

 

～制度改正とセルフプランの作成についてのお知らせ～ 

 
 

 

 

 

 

① サービス等利用計画とは、皆さんに適切なサービスを提供するため、専門の相談支援事業所

が皆さんの希望やニーズ等を踏まえ、障害福祉サービス事業所等と調整を行いながら、その

人に合った障害福祉サービスの利用計画を作成するものです。 

 

② サービス等利用計画の作成は、サービス利用者ご本人が、計画を作成する民間の相談支援事

業所と契約をして計画の作成を依頼する必要がありますが、現在、相談支援事業所の数が十

分でないため、相談支援事業所をすぐに見つけて計画作成を依頼することがなかなか難しい

といった状況となっています。 

 

③ なお、相談支援事業所が見つからない場合や本人が希望する場合には、例外的に、本人や家

族等が作成する「セルフプラン」によって代えることも可能となっています。 

 

④ このため、現在、本市の障害福祉サービスを利用している方には、早めに、相談支援事業所

を探して計画作成を依頼していただくか、それが難しい場合は、ご本人や家族等にセルフプ

ランを作成していただくことをお願いすることといたしました。 

 

⑤ セルフプランの作成を希望する場合は、区役所で現在利用している障害福祉サービスの更新

手続きを行う際に、ご本人や家族等にセルフプランの記入、作成をしていただくことになり

ます。その際、現在利用している障害福祉サービスの個別支援計画(写)を事前に区役所に提

出することによって、更新手続きを簡略化することができます。 

 

⑥ このため、ご本人の希望と同意を確認し、個別支援計画(写)を事業所から区役所へ提出して

いただくことについて、事業所の方に市から協力をお願いしていますので、事業所の方にご

相談ください。 

 
 

 

【お問い合わせ】 

◆ このお知らせの内容や制度に関すること   

北九州市保健福祉局障害福祉課(計画相談担当)  

電話０９３－５８２－２４２４ 

◆ ご利用者の個別の内容に関すること 

      ご利用者の住所地の区役所保健福祉課高齢者・障害者相談コーナー 

別紙３ 

【ケース２】 

法律の改正により、平成２７年４月から、障害福祉サービス利用の更新手続き 

（支給決定）の際に、「サービス等利用計画」が必要となりました。 


